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                                 事 務 連 絡 
                              平成１９年３月２８日 
 
情報通信審議会 情報通信技術分科会 
UWB 無線システム委員会 UWB レーダ作業班 事務局 殿 

（総務省 総合通信基盤局 電波部移動通信課）  

 

                         国土交通省 航空局 管制保安部         

管制技術課 管制技術調査官 伊藤正宏 

 

                           

準ミリ波帯における UWB レーダと既存無線システムとの共用検討について 
 
 標記について、国土交通省航空局は、準ミリ波帯において空港面探知レーダ（ASDE）を

利用していることから、被干渉の可能性のある既存無線システムの一つとして、干渉の有

無を当該 UWB 無線システム委員会において検討していただくことを要請する。 
また、ASDE が干渉を受けることが判明した場合は、当該既存のサービスを保護する方

策を検討し、干渉を回避していただくことを要請する。 
 なお、ASDE の利用概要は下記のとおりであり、具体の諸条件は添付のとおりであるの

で干渉に関する検討の際に利用していうただきたい。 
 
                    記 
 
【空港面探知レーダ ASDE】 

１．目的    空港地表面の航空機や車両等の動きを監視し、それらの交通の安全を

図るための高分解能レーダで、飛行場管制業務に使用される。 
２．周波数   ２４．５GHｚ  
３．出力    ３０ｋW   
４．運用時間  ２４時間 

 ５．場所    成田国際空港、羽田国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、 
         関西国際空港、福岡空港、那覇空港 
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UWB無線システム委員会 事務局 御中 平成 19年 4 月 5日 

 宇宙通信株式会社 

 通信システム部 

UWBUWBUWBUWBレーダレーダレーダレーダとのとのとのとの両立性検討両立性検討両立性検討両立性検討にににに関関関関するするするする意見意見意見意見    

 

情報通信審議会 情報通信技術分科会 UWB 無線システム委員会 UWB レーダ作業班における

UWB レーダと無線通信業務システムとの両立性検討に関する意見を以下のとおり申し上げますの

で，宜しくお取り計らいいただきますよう，お願いいたします． 

 

検討の進め方について 

1. 27.5 GHz以上の周波数帯を対象にするのであれば，固定衛星業務との両立性も検討対象として

加えてください． 

2. 当該周波数帯におきましては，弊社以外にも現在利用している，或いは将来利用を計画してい

る機関もございますので，これら機関の意見も反映してください． 

3. UWB 側の干渉検討モデルを統一し，合意した上で作業を進めてください (検討段階ではモデ

ルに幅を持たせても結構ですが，最終的には，干渉検討に用いたモデルについては，技術的条

件等によって担保する必要があると考えます)． 

 

干渉検討モデルについて 

4. UWBレーダの普及率については，他の安全デバイス (ヘッドレスト，シートベルト，ABS，エ

アバッグ 等) の普及率及びその推移を提示し，それを参考にするようにしてください． 

5. 車両あたりのレーダ搭載数については，普及が進んでコストが低下した場合も考え，最低限現

在設計者が適切であろうと考えている以上の数に設定してください．また，乗用車以外も考慮

してください． 

6. 車両の数については，現在だけでなく将来も考え，登録台数の推移を提示し，その上で設定し

てください． 

7. 車両密度に関し，平日日中の東京の値を提示してください (推移などのデータがあれば併せて

提示してください)． 

8. 車両の稼動率については，現時点では特定の値について意見はありませんが，参考となるデー

タを提示いただいた上で，作業班で用いるべき適当な値について審議すべきと考えます． 

9. レーダの稼動率については，最終的な技術的条件とリンクするようにしてください． 

 

固定衛星業務側パラメータについて 

10. 許容干渉レベルについては勧告 ITU-R S.1432-1をご使用ください． 

11. 干渉計算手法については，勧告 ITU-R SM.1757 §2.3.4.1をご使用ください． 

12. 固定衛星業務システムパラメータにつきましては，別途関係機関に照会するようにしてくださ

い (勧告 ITU-R S.1328-3 が参考にはなりますが，この勧告は固定衛星業務システム間の干渉評

価に使うものですので，これを UWB に対して適用して固定衛星業務システムが保護できるか

は確認が必要です)． 

 

その他 

13. もし上方の障害物を検知する必要がないのであれば，アンテナ指向方向を車両の進行方向を含

む地表と水平な面に限定していただければ，固定衛星業務システムに干渉を与える可能性の低

減，或いは，UWB に対する他の条件の緩和の可能性が出てきますので，条件の候補のひとつ

としてご検討いただければと存じます． 

 

以 上 
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2007 年 4 月 4 日 

UWB レーダに関する質問 

名城大学 津川定之 

 

以下の２点について質問あるいはコメントいたします． 

 

1．既存システムとの干渉について 

推進側から提出された干渉評価の際の自動車交通流密度が，都心の首都高と一般道が重なってい

るようなケースを考えると，さらに高くなるのではないかと思いますが，如何でしょうか． 

 

2．UWB レーダが動作する交通環境について 

3 月 26 日の委員会でも質問した点ですが，我が国の市街路や住宅地内道路のような交通事情もの

とで UWB レーダは，歩行者，自転車などに対して機能するのでしょうか．歩行者や自転車の検

出時に警報が頻繁に出されるとドライバはレーダを使わなくなる懸念があります． 

また，米国では UWB レーダはエアバッグと同様の効果という説明がありましたが，これは，交

通事故死者の 80%以上を自動車乗員が占める米国での効果であって，我が国では，自動車乗員の

死者は 40%程度であるため，UWB レーダの評価は異なってくるのではないでしょうか． 

 

以上 
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UWB レーダー推進側にお願いしたい検討項目 
 

国立天文台 電波天文周波数小委員会 委員長 近田義広 
 
現時点で考えている UWB レーダー推進側に検討していただきたい項目は、下記のもので

す。 
 
【１．検討対象について】 
（１．１）．推進側の検討は、ITU 勧告の spectral line 観測のみについて行われているが、

continuum 観測についての検討もお願いしたい。推進側の検討例では、continuum 観測に

ついては、全く勧告の条件を満たしていない。 
 
（１．２）．推進側の検討は自動車の平均密度に基づいて行っているようだが、個別の観測

所についての検討を行う場合は、近隣の交通量の多い道路について交通量に基づいた解析

がなされるべきだと考える。例えば、国立天文台野辺山観測所については、近くを国道 141
号が走り、山を越えた向こうには、中央高速が走る。また、数百メーターのところには、

スキー場に向けての交通量の多い道路も存在する。 
 
（１．３）．国立天文台野辺山観測所のみでなく、少なくとも、以下の観測設備周辺につい

ても検討をお願いしたい。 
国立天文台 VERA 観測施設（水沢（岩手）・入来（鹿児島）・小笠原（東京）・石垣島（沖

縄））、情報通信研究機構鹿島宇宙技術センター、北海道大学苫小牧観測所、岐阜大学、鹿

児島大学 6m 望遠鏡。 
 
（１．４）．２３GHz 帯のみでなく、２２GHz 帯の電波天文バンドについても、検討をお

願いしたい。 
 
（１．5）．またミリ波の電波天文バンドについても検討をお願いしたい。 
 
【２．法制面について】 
電波天文受信設備からの離隔距離を検討するのであれば、前提として、（ヨーロッパのよう

に）離隔距離内にはいるときには、自動的に発信が停止されるような規制が法制として可

能であるとお示しいただきたい。もし、何らかの法制的変更が必要なのであれば、（２２，

２３GHz 電波天文バンドに大きな影響を及ぼす）暫定２４GHz 帯 SRR が許可されるまで

の間に該当規制の法制的準備が終わる根拠についてもおうかがいしたい。 
 
【３．コスト・パフォーマンスについて】 
（３．１）．SRR (Short Range Radar)に代わる他の手段との比較を、車の消費者が負担す
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る装備コストと、それら手段の有効性（雨天、霧ならどうこう）を例えば霧の発生頻度な

どを具体的に定量的に取り込んで年次を追って推進側が示していただきたい。 
 
（３．２）．歩行者、自転車利用者への傷害を減らせるのでよいというのであれば、それを

社会的コスト減と、自動車運転者負担コスト減（例えば交通事故向け保険料の低下など）

の両面で定量的かつ年次を追って推進側がお示しいただきたい。 
 
以上。 
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平成 19 年 4 月 6 日  
宇宙航空研究開発機構  

 
UWB レーダ作業班（第 3 回）資料２００８－レ作―３－３について 

 
標記資料に関して以下のとおり意見を提出いたしますので、ご査収下さい。 

 
１ 二段階の基準策定について 
    地球探査衛星（受動）業務のシステムの保護が確実に担保できる、最終的な技術基準

が当初から導入されることを要望します。 
また、本委員会ではミリ波帯の UWB レーダの検討も行うこととされていることから、準

ミリ波帯 UWB レーダの運用は数年後（5 年後）までの暫定的なものとし、欧州同様ミリ波

帯へ移行の移行も視野に入れるべきと考えます。ただし、この場合にあっても EESS（受

動）システムに支障の生ずる可能性のあるものは受け入れられません。 
 
２ EESS(受動)システムの特性について 
   GCOM-W 衛星及び同衛星に搭載予定のマイクロ波放射計 AMSR-2 の特性は以下の

とおりです。 
パラメータ 数値 
伝搬距離 1114.2km 

フットプリント面積 306.3km2 
アンテナ利得 48.5dBi 

（参考） 
自由空間伝搬損失 -180.9dB 

大気減衰 -1.7dB 
 
３ 検討方法について 
３．１ 全般的な事項 
(1) 許容干渉量の UWB への配分について 

許容干渉量閾値からの UWB への配分については、ITU-R では 5%だけではなく 1%
も検討しております。隣接帯域からの漏れこみ等の問題もあり、EESS(受動)保護の観点

から１％を採用頂きますようお願いいたします。 
(2) 散乱波の扱いについて 

ITU-R Report SM.2057 Attachment 6  A6.1.5.6.2.1 項 第 1 パラグラフに以下の

記述があることを踏まえて、干渉検討を進めて下さいますようお願いいたします。 
It must be noted that the scattering analysis in this document does not include 
considerations about the additional power scattered by secondary reflections 
(from asphalt for example). This could add a significant interference level, in 
particular in the urban scenario. At this stage, given the margin levels 
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calculated in the interference analysis, it is felt that the additional study effort 
is not required. In case it is needed, the work of ITU-R Study Group 3 could 
provide some guidance. 
 

３．２ 暫定方式（24GHz 帯システム）について 
(1)レーダの装着率の扱いについて 

第 3 回会合においては、当面は輸入車のみにレーダが搭載されるという前提で検討さ

れているとの説明があったと伺っておりますが、我が国の新たな制度を作成する情報通

信審議会の場として特定のメーカーの車両のみに搭載されることを前提とすることは疑

問です。 
また、検討中のレーダの有効性が確認されれば、シートベルトなどのように、当初は低

い装着率であったとしても、法令による義務付けにより普及率が 100%となる可能性も否

定できないことから、干渉量が過小となるような前提は避けて頂きたい。 
(2)レーダの稼働率について 
   検討の中で使用されている「都内主要路線区間別平均旅行速度分布図」は「都内主要

路線（20 路線）を１７１区間に分け、各区間において１日 3 回測定した平均旅行速度のう

ち最も遅かった速度を６区分して、その割合を示したもの」であり、通常の走行速度を過

小評価されています。このため、レーダの稼働率は資料に記述された数値より大きくなる

ものと考えます。 
(3)車両密度について 
   市街地、準市街地及び郊外地の基準、各地域毎の車両密度等、算出の考え方につい

て詳細なご説明をお願いいたします。 
(4)車両あたりのレーダ数について  
   「資料２００８－レ作―１－５」にもレーダ８台の装着により全方向を検知する旨の記述が

あることを考えると、「７０％が 2 個、３０％が 4 個」との前提は EESS（受動）への干渉量

の過小評価につながる可能性を懸念しております。 
 
３．３  ２６ GH ｚの長期運用案について 
（１） レーダ装着率について 

１００％で検討いただきたい。理由は３．２（1）のとおり。 
なお、ITU-R における検討では１００％で検討が行われています。また、米国での

UWB 自動車衝突防止レーダの普及率が 40%と見込まれていたのに対し、欧州では、使

用周波数帯は異なるものの、55％と米国以上の普及率が想定されております。 
（２） 車両当たりのレーダ数について 

最悪のケースを考慮し、8 radar／台としていただきたい。なお、「資料２００８－レ作

―１－５」にもレーダ８台の装着により全方向を検知する旨の記述があります。 
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